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聖籠町告示第２８号 

 聖籠町高齢者応援手当支給事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように

定める。 

  平成２７年４月１日 

聖籠町長 渡邊 廣吉   

   聖籠町高齢者応援手当支給事業実施要綱の一部を改正する告示 

聖籠町高齢者応援手当支給事業実施要綱（平成２１年聖籠町告示第１１３号）

の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項の表を次のように改める。 

介護保険料の段階区分 支給額 

第１段階（第７条第 1 号） ２,２００円 

第２段階（第７条第２号） ３,５００円 

第３段階（第７条第３号） ３,５００円 

第４段階（第７条第４号） ４,５００円 

第５段階（第７条第５号） ５,０００円 

第６段階（第７条第６号） ６,０００円 

第７段階（第７条第７号） ６,５００円 

第８段階（第７条第８号） ７,５００円 

第９段階（第７条第９号） ８,５００円 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 


